
障害者の多様なニーズに対応した委託訓練



事業の概要
 障害者の就職を実現するため、都道府県が事業の実施主体となって、企業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、民間教育訓練機

関等の多様な訓練委託先を活用し、障害者が住む身近な地域で多様な職業訓練を実施することにより、障害者の職業能力
の開発・向上を図る。

※ 障害者職業能力開発校の配置地域が限られるため（全国で19校）、あらゆる地域資源を活用して多様なニーズに対応で
きるとともに、地域の実情に応じて都道府県の創意工夫や民間実施機関のノウハウが生かせる仕組となっている。

都道府県（職業能力開発校・障害者職業能力開発校）
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＜委託先＞
＜対象者＞障害者の雇用の促進等に関する法律第２条第１号に規定する障害者

・障害者手帳を有する者
・医師の診断書や意見書等により障害を有することが確認できる者

＜訓練内容＞
○ 訓練期間：原則３月以内・月１００時間が標準
○ 委 託 費：原則訓練受講生１人当たり月６万円又は９万円が上限

＜訓練コース＞
① 知識・技能習得訓練コース（知識・技能の習得） ※障害者向けデュアルシステムも実施可能

② 実践能力習得訓練コース（企業等の現場を活用した実践的な職業能力の開発・向上）
③ e-ラーニングコース（訓練施設へ通所困難者等を対象としてＩＴ技能等の習得）
④ 特別支援学校早期訓練コース（内定を得られない生徒を対象として、在学中から実践的な

職業能力の開発・向上）
⑤ 在職者訓練コース（雇用継続に資する知識・技能の習得）

就職

委託訓練実施機関（民間団体）

（地域）

訓練修了

企 業 社会福祉法人 ＮＰＯ法人 民間教育訓練機関



事業の効果

●新たなスキルの習得や職域を開発することにより、職業経験のない分野等への就職可能性を高める。
※直近5年で約1.７万人が受講し、約８千人が就職しており、障害者の能力開発の向上や就職を実現。

※高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の就業状況等に関する研究調査」（2017年）
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※高齢・障害・求職者雇用支援機構「就業支援ハンドブック」（2020年）

職業準備性のピラミッド

職業能力の向上・就職の実現

職業準備性の向上

●安定した職業生活や就職に必要な基礎的能力（健康・生活
管理、対人技能、労働習慣等）の向上を支援し、障害の重度
化・多様化の伺える就職困難者の就職可能性を高める。

＜例＞
➝知識・技能習得訓練コースにおいて、直ちに就職することが困難と見
込まれる者に対して、技能訓練前の職業能力開発講座（セルフマネジ
メント、基礎的ビジネスマナー等）の設定を推進し、就職意欲の喚起
や就職実現につなげている。

●習得した知識・技能の応用、定着を図るための実習を組み
合わせた訓練や、雇用継続に資する技能向上訓練等により、
就職可能性や職場定着効果を高める。

＜例＞
➝知識・技能習得訓練コース（デュアル）において、座学と実技から構
成される集合訓練と職場実習を効果的に実施して実習先への就職を促
進し、職場定着率の向上につなげている。

職場定着率の向上

＜例＞
➝実践能力習得訓練コースにおいて、
多様な企業ニーズを踏まえた実践
的な訓練を設定し、他のコースと比
較して14.2ポイント高い就職率をあ
げている（全コース平均48.8％）

※厚生労働省「平成30年度障害者雇用実態調査」（2018年）

うち発達

農林系 26 1.7% 2 13 13 6 6 61.9%

金属・機械・電気・電子系 27 1.8% 4 11 13 4 3 79.2%
製品製造系 64 4.2% 6 20 34 7 7 75.5%
建設系 6 0.4% 1 2 2 1 1 83.3%
運輸系 54 3.5% 4 21 29 7 5 55.3%
事務系 112 7.3% 10 9 77 27 25 61.6%
販売系 21 1.4% 2 8 9 3 3 61.1%

サービス系 158 10.3% 17 70 75 26 22 61.0%
介護系 45 2.9% 8 17 24 4 4 85.0%
その他 502 32.7% 52 193 243 66 62 60.4%
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実践能力習得訓練コース ＜訓練系統別就職率＞



実績と課題
 成果目標である就職率はおよそ10年間で10ポイント以上上昇した結果、H30年度は52.2％（目標55％）まで上昇。
 令和元年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受け、就職率及び受講者数等の実績は低下。

※２ 推計値によるもの。

 受講者の障害の重度化・多様化が進んでいることを踏まえ、就職率の向上に向けて一層の手厚い支援や訓練内容の充実
が必要。
・受講者における特別支援障害者（※１）、重複障害者（※２）及び訓練中退者（※３）の割合は増加しており、就職困難者が多くなっている。
・特別支援障害者割合は令和元年度で64.7％（平成25年度から7.6ポイント増加）、重複障害者割合は令和元年度で9.7％（平成25年度から5.8ポイント増
加）、訓練中退者割合は令和元年度で9.5％（平成25年度から1.9ポイント増加）

 （現状、新型コロナウイルス感染症の影響等により就職率や受講者数の実績が低下しているが、ポストコロナにおい
ても）就職効果の高い訓練機会の確保に向けた一層の取組が必要。また、これらの取組により予算執行率を向上させる
必要。

訓練実施機関や都道府県担当者の声

※１ 障害の様態に応じた個別的対応を特に要する障害者、その様態に応じた職業訓練に関わる技法が蓄積されておらず、新たな技能習得ノウハウの開発等の対応を要する障害者、外部
の支援者等との連携・協力を要する障害者（身体障害者１・２級、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、重度知的障害者等のうち、重複者を排除して推計）。

※２ 受講者のうち、複数の障害を併せ持つ者を推計。
※３ 就職した者を除く訓練を中退した者。

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 Ｒ2年度
（※２）

就職実績（※１）

就職率 46.2% 49.7% 52.2% 48.8% (50.2%)

目標値 53% 55% 55% 55% 55%

達成度 87.2% 90.4% 94.9% 88.7% (91.3%)

受講者数 3,795 3,674 3,261 3,054 (2,517)

予算執行率 64.6% 61.7% 61.9% 60.0% (55.2％)

事業の実績の推移

課題

※１ 障害者基本計画（第4次）において、令和４年度までの目標値を55％としている。

令和元年度以降は、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を大き
く受けており、感染予防による
休校措置や訓練中止等、訓練体
制を縮小したこと、また、外出
控え等の影響により、訓練申込
者や就職実績が減少している。

訓練実施機関や都道府県担当者の声



①就職率等の課題と見直しの方向性
 就職率が低い分野の就職率向上に向けた取組強化等

○訓練コース別の就職率等（令和元年度実績）

知識・技能習得
訓練コース
（集合訓練）

知識・技能習得
訓練コース
（デュアル）

実践能力習得訓
練コース

特別支援学校早
期訓練コース

eラーニングコー
ス

全体平均

(目標55％)

・就職率 34.8％ 60.0％ 63.0％ 93.5% 24.5% 48.8%

・重度等受講割合（※） 25.5% 10.3% 18.1% 5.1% 40.7% 20.8%

・訓練科目 座学実技
座学実技＋実習
組合わせ型

実習型
実習型又は実習
組合わせ型

座学実技
（在宅訓練）

 知識・技能習得訓練コース（集合訓練）は、重度障害者が多いこと等も一因として就職率が低く、更なる取組が必要。
 一方で、職場実習を組み合わせたデュアルシステム訓練や企業現場を活用した実習型の訓練は、就職への効果が高い

（仕事内容や職場の雰囲気を把握でき、就職意欲の喚起や希望する職務の選定にもつながるため、訓練期間中の短期
的な職場体験も有効と考えられる）。

（注）重度等受講割合は、身体１・２級、知的重度、精神１級、その他の全体に占める割合

見直し方向性

 知識・技能習得訓練コースへの短期間（数日程度）の職場体験の組み入れ、職場体験先の効果的開拓支援
 就職に結びつきやすいデュアルシステムの活用促進（複数の実習先を組み合わせた職場実習）
 訓練が終了しても就職できない者に対する実践能力習得訓練コースの組み合わせ
 個々の障害特性にきめ細かく対応するための外部専門家の活用促進
 就職後の就業の継続状況の把握や事業の検証への活用等の検討



②訓練機会の確保等の課題と見直しの方向性

 就職率が高い実践能力習得訓練コースをはじめとする受講者数の拡大

H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

・コース数（※１） 755 669 805 766 816

・中小企業実施割合（※１） 58.3% 62.8% 62.7% 65.0% 67.2%

・受講者数 1,080 964 1,021 967 1,004

・特別支援障害者受講割合（※２） 55.3% 55.1% 59.0% 56.9% 63.4%

○実践能力習得のコース数、受講者数等の推移

 障害者雇い入れ実績の少ない中小企業の実施割合をさらに増加させる必要があるため、企業ニーズを踏まえたきめ細
かな訓練設定が必要

 上限３ヶ月以内の訓練期間では期間が長いほど受講者が確保しやすく就職効果が高い傾向がある
 新型コロナウイルス感染症による影響で実習受入や実施機関の開拓が困難になっている一方、テレワークなど新たな

ニーズが生じている

（※１）厚生労働省人材開発統括官特別支援室にて、都道府県に調
査を行い特別集計したもの。「中小企業実施割合」については、
実践コースの受講者に対して、中小企業が訓練を実施した割合

（※２）実践コースのうち身体障害者１・２級、重度知的障害者、
精神障害者、発達障害等のうち、重複者を排除して全体に占める
割合を推計。

見直し方向性

 実践能力習得コースにおいて、オーダーメイド型の訓練の設定促進（民間ノウハウを活用した中小企業等への開拓強化）
 より長期の訓練期間の設定
 テレワーク形式の実践的な訓練設定（職場実習や実技へのカリキュラム設定の推進）、在職者訓練コースの活用促進

訓練期間 応募倍率（※１） 定員充足率（※２） 就職率

・３ヶ月 96.6% 93.1% 75.0%

・２ヶ月 71.6% 70.1% 78.6%

・１ヶ月 91.0% 76.9% 51.3%

・全体平均 84.7% 76.3% 63.0%

○実践能力習得コースの訓練期間別就職率等（令和元年度実績）

（※１）応募倍率は、訓練定員数に占める応募者数の割合。定員充足率は訓練定員数に占める
受講者数の割合で算出

（※２）実践コース（訓練期間原則３ヶ月以内）のうち、３ヶ月訓練、2ヶ月訓練、1ヶ月訓練
を抽出し、訓練期間別の実績を集計したもの

実践能力習
得訓練コー

ス

知識・技能習
得訓練コース

(※１)

その他
（※２）

計

見込み数 2,380 1,000 420 3,800

受講者数 1,004 1,692 358 3,054

○令和元年度予算上の定員数等

（※１）知識はデュアル、eラーニングを含む
（※２）その他は特別支援、在職



③予算執行率の課題と見直しの方向性

平成30年度 令和元年度 2年度 3年度

予算額 執行額 執行率 予算額 執行額 執行率 予算額 予算額

・訓練事業費 1,405 1,009 72％ 1,398 966 69％ 1,586 1,439

・その他 316 55 17％ 339 76 22％ 320 318

合 計 1,721 1,064 62％ 1,737 1,042 60％ 1,906 1,757

○予算執行状況（百万円）

＜「その他」の予算の内容＞

一般の職業能力開発校に対する障害者支援体制の整備

① 精神障害者受入れ体制整備モデル事業（H30～R1）
→R2年度に廃止

② 精神障害者受入れノウハウ普及対応力強化事業（R２～）
③ 精神保健福祉士等の配置（H29～）

 一般の職業能力開発校への精神保健福祉士等の配置等を行う「その他」予算ついて、予算規模を適正化する
・精神保健福祉士等の配置は、現行の稼働状況や今後の増加等を踏まえて精査
・精神障害者等の受入れノウハウ普及や対応強化の事業は、支援事例集を併用した効率的なノウハウの全国展開へ見直し

見直し方向性

 執行率向上に向け、①②の各種課題への対応に加え、「その他」の予算の見直しが必要。

 「その他」の予算は、一般の職業能力開発校（147校）における精神保健福祉士等の配置に係る予算であり、配
置か所数は年々増加しており（Ｈ29年度68校⇒Ｒ２年度91校）、全国的にはニーズがあるが地域によっては適
材者の人材確保等が進まないこと等により、執行残が生じている。

令和２年度 令和３年度

予算額 執行額 予算額 執行額 予算額 予算額

合計 316 55 339 76 320 318

①精神障害者受入体制整備

モデル事業
186 13 103 15 － －

②精神障害者受入れノウハウ

普及対応力強化事業
－ － － － 92 92

③精神保健福祉士等の配置 130 42 236 61 228 226

平成30年度 令和元年度



課題

・新たに就業を希望する障害者及び
在職障害者並びに離職を余儀なくさ
れた障害者の職業能力の向上や早
期再就職を図る必要

・障害者職業能力開発校が設置さ
れていない地域など障害者の住む身
近な地域において職業能力開発機
会の拡充が必要

令和３年度予算額
1,757百万円

■令和元年度：
1,737百万円
■令和２年度：
1,906百万円

【インプット】

企業、社会福
祉法人、ＮＰ
Ｏ法人、民間
教育訓練機関
等に対しての多
様な委託訓練
先を活用し、障
害者に対する職
業訓練を実施

■令和元年度
受講者数 3,054人
■令和２年度
受講者数（2,517人)

(推計値)

■令和元年度
就職率 48.8％
■令和２年度
就職率 (50.2％)

(推計値)

委託訓練修了者の就
職率を2022年度まで
に55％とする（障害者
基本計画）

【アクティビティ】 【アウトプット】 【短期アウトカム】 【長期アウトカム】 【インパクト】

事業概要
【□新規 ☑既存 □モデル □大幅見直し】

求職障害者の障害の重度化・多様化が進み、より対
応の困難な障害者に対する手厚い支援が求められて
いる。このような状況の下、求職障害者の就職を実現
するための職業訓練の重要性が増していることから、国
が都道府県と訓練に係る委託契約を結び、都道府県
が事業の実施主体となり、企業、社会福祉法人、Ｎ
ＰＯ法人、民間教育訓練機関等の多様な委託訓練
先を活用し、障害者の住む身近な地域で訓練を実施
することにより、障害者の職業能力の向上を図る。

【障害者職業訓練関連施策】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業能力開発勘定運営費交付金
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発勘定運営費交付金
障害者職業能力開発校運営委託費
障害者職業能力開発校設備等

現状分析

・障害者の新規求職申込件数（令和
元年度）
223,229件

・従業員規模５人以上の事業所に雇用
されている障害者数（平成30 年６月
１日現在）
82万1,000人（推計）

福祉か
ら自立
へ向け
た職業
キャリア
形成の
支援
等をす
ること

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練のロジックモデル



○国立機構営校 （２校）

・国が設置し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校

・先導的な職業訓練実施の成果をもとに、職業訓練内容、指導技法等を他の障害者職業能力開発校等に提供する
ことにより、障害者職業訓練全体のレベルアップに貢献

■中央障害者職業能力開発校 （国立職業リハビリテーションセンター）
■吉備高原障害者職業能力開発校 （国立吉備高原職業リハビリテーションセンター）

○国立県営校 （１１校）

・国が設置し、都道府県に運営を委託

■北海道障害者職業能力開発校 ■大阪障害者職業能力開発校
■宮城障害者職業能力開発校 ■兵庫障害者職業能力開発校
■東京障害者職業能力開発校 ■広島障害者職業能力開発校
■神奈川障害者職業能力開発校 ■福岡障害者職業能力開発校
■石川障害者職業能力開発校 ■鹿児島障害者職業能力開発校
■愛知障害者職業能力開発校

○県立県営校 （６校）

■青森県立障害者職業訓練校 ■静岡県立あしたか職業訓練校
■千葉県立障害者高等技術専門校 ■京都府立京都障害者高等技術専門校
■岐阜県立障がい者職業能力開発校 ■兵庫県立障害者高等技術専門学院

【参考】障害者職業能力開発校の概要



【参考】個々の障害者の特性や委託先企業のニーズに応じた多様な支援事例
と効果事例１ オンライン訓練を活用した障害特性

に応じた訓練
事例２ 座学と実技から構成される集合訓練と
職場実習を効果的に実施し実習先への就職を実現

事例３ 訓練開始後の重点的な支援等、委託
先企業のニーズに応じた支援を実施

コース区分 知識・技能習得コース 知識・技能習得コース（障害者版デュアル） 実践能力習得コース

コース名称 視覚障害者ビジネスパソコン技能習得 介護サービス科 花苗生産科（農業関係）

訓練概要 受講者数３名（視覚障害者）、3ヶ月（244時
間）、通所及オンライン

受講者数５名うち４名就職（身体、知的、
精神障害者）、4ヶ月（400時間）、通所

受講者２名うち１名就職（知的障害者）、1ヶ
月、通所

訓練内容 OSネットワーク、ユーティリティ、視覚障害補
償ソフトウェア・ハードウェアの活用、文書・
データ処理（Word、Excel等）、HTML、VBA等

介護職員初任者研修課程 花苗や鉢の搬入、花苗の植木鉢等への植付け作
業や、出荷作業及びコミュニケーション能力の
習得 等

委託先企業 株式会社 株式会社（実習先は介護福祉事業所） 株式会社

特記事項 ・画面読み上げや文字拡大ソフト、点字ディ
スプレイ等の設備活用したパソコン訓練を実
施。新型コロナウイルス感染症の影響により、
通所をオンラインでの訓練に切替。Web会議
ツールを活用しながら、在宅での訓練を実施。
・受講生の就職支援のほか、企業への支援機
器等の情報提供や職場適応の支援等を実施。

・座学・実技の実施と、当該委託先の同系列の介
護福祉事業所での介護補助等の職場実習を実施。
・企業によるきめ細かな座学講義及び職場実習

等により、修了生５名中４名が就職決定。
・４名のうち２名は実習先企業の事業
所に就職。

・会社ホームページやハローワークの農業系企
業の障害者就労面接会の参加を通じ、委託先を
開拓。
・訓練開始後１週間は訓練に同行し、作業内容
の確認と環境適応を重点的に指導。
・委託先からの要望に応え、訓練生の再受講を
設定し、採用に至った。

事例４ 障害者就労支援機関と連携し、訓練
終了後も企業に対するきめ細かな支援を実施

事例５ Web会議を利用したテレワーク就労に
向けた訓練を実施

事例６ 職場定着に資するソーシャルスキルト
レーニングを在職障害者に展開

コース区分 特別支援学校早期訓練コース e-ラーニングコース 在職者訓練コース

コース名称 製品衛生科 在宅ワークとWeb制作実践科 在職者訓練（指導員派遣型）

訓練概要 受講者数１名うち１名就職（知的障害者）、
１ヶ月・９日間（72時間）、通所

受講者数２名うち１名就職（重度身体障害者）、
３ヶ月（240時間）、オンライン及び訪問指導

受講者４名（精神、発達障害者）、２ヶ月、指
導員派遣

訓練内容 製品の糸くず取り（小バサミ）、製品のたた
み、袋入れ

ビジネスコミュニケーション、Web制作の基礎
から応用、Webサイト制作、就職支援（応募書
類の作成・自己分析等、訪問指導時に模擬面接
を実施（11時間））等

・就業生活の自己管理、ソーシャルスキルト
レーニング、ビジネスマナー、職場での対人課
題の具体的な問題解決方法を習得

委託先企業 衣料品の縫製製造工場 特例子会社 社会福祉法人

特記事項 ・訓練終了後、受講生の特性や訓練の状況等
についてハローワークの担当者に報告。
・工場からの希望があり、採用後は障害者職
業センターがジョブコーチ支援に入るとこと
なった。障害者就業・生活支援センターによ
る定着支援も実施予定。

・Web会議を使用した『ホームルーム』は在宅
勤務の体験を兼ねたものとして実施。
・テレワークでの就労は、体調管理や時間管理
も重要となるため、『安全衛生』として仕事と
健康のバランス等について２時間程度のカリ
キュラムを実施。

・企業や在職者からのニーズに応じて、働き続
けるために必要な知識・技能や問題解決方法を
身に付け、勤務先企業へ定着できる人材を養成。
・プログラムを通して自己理解を深め、日頃の
業務を振り返るとともに他の受講生と課題を共
有。

障害の重度化・多様
化を踏まえ、個別か
つ少人数制の手厚い

支援を実施

地域のあらゆる民
間資源を活用



知識・技能習得訓練コース
実践能力習得訓練
コース

eラーニングコー
ス

特別支援学校早期
支援コース

在職者訓練コース

集合訓練
障害者向け日本版
デュアルシステム

・目的等

民間教育訓練機関、
社会福祉法人、ＮＰ
Ｏ等を委託先とし、
就職に必要な知識・
技能の習得を目指す。
（座学及び実技によ
る集合訓練）

民間教育訓練機関、
社会福祉法人、ＮＰ
Ｏ等を委託先とし、
就職に必要な知識・
技能の習得を目指す。
（座学・実技・職場
実習を一体的に行
う）

企業等を委託先とし、
事業所現場を活用し
た実践的な職業能力
の開発・向上を目指
す。

訓練施設への通所困
難者等を対象にe
ラーニングのノウハ
ウを有する訓練実施
機関等を委託先とし、
雇用就業の促進に必
要なIT技術等の習得
を目指す。

特別支援学校等に在
籍する生徒のうち、
未内定の就職希望者
を対象として就職に
向けた職業能力の開
発・向上を目指す。

在職障害者に対して、
雇用継続に必要な知
識・技能の付与を目
指す。
（「知識・技能習
得」「指導員派遣」
「eラーニング」の３
コース）

・訓練期間

最長6ヶ月以内
原則3ヶ月以内

原則6ヶ月以内
※集合訓練は1ヶ月以
上5ヶ月以内、職場実
習は1ヶ月以上3ヶ月以
内

原則3ヶ月以内 上限6ヶ月以内
原則3ヶ月以上

原則3ヶ月以内 原則3ヶ月以内

・訓練時間
（1月当たり）

標準100時間
下限 80時間

標準100時間
下限 80時間

（職場実習は下限60時間）

標準100時間
下限 60時間

標準100時間
下限 80時間

標準100時間
下限 60時間

上限160時間
下限 12時間

【参考】障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の各コース概要

（※）概略であり、詳細は委託要領による



【参考】令和元年度 都道府県別障害者委託訓練実施状況（障害種別）

※１ 都道府県名について下線を引いているのは、障害者職業能力開発校が設置されている都道府県。
※２ 在職者訓練の実績は含んでいない。
※３ 障害種別割合について、受講者のうち重複障害のある者はそれぞれの障害に重複して計上し、その合計数から割合を算出している。

身体

障害者

知的

障害者

精神

障害者

発達

障害者

その他の

障害者

身体

障害者

知的

障害者

精神

障害者

発達

障害者

その他の

障害者

北 海 道 62 33% 13% 53% 2% 0% 38.2% 滋 賀 県 18 33% 28% 33% 6% 0% 50.0%

青 森 県 28 21% 12% 41% 26% 0% 44.0% 京 都 府 54 17% 27% 42% 14% 0% 52.1%

岩 手 県 21 21% 17% 33% 21% 8% 60.0% 大 阪 府 122 19% 37% 34% 8% 1% 65.2%

宮 城 県 12 8% 8% 67% 8% 8% 36.4% 兵 庫 県 108 43% 6% 37% 9% 4% 41.0%

秋 田 県 15 33% 33% 33% 0% 0% 80.0% 奈 良 県 9 0% 33% 56% 11% 0% 77.8%

山 形 県 11 18% 27% 36% 9% 9% 45.5% 和歌山県 13 23% 54% 23% 0% 0% 53.8%

福 島 県 58 33% 25% 38% 5% 0% 68.1% 鳥 取 県 13 0% 23% 62% 15% 0% 84.6%

茨 城 県 37 14% 40% 37% 9% 0% 75.0% 島 根 県 61 5% 27% 59% 3% 6% 66.1%

栃 木 県 32 19% 31% 47% 3% 0% 54.8% 岡 山 県 2 0% 50% 25% 25% 0% 100.0%

群 馬 県 23 18% 18% 50% 14% 0% 42.9% 広 島 県 58 20% 7% 72% 2% 0% 40.8%

埼 玉 県 240 7% 24% 48% 17% 5% 37.3% 山 口 県 37 11% 43% 35% 8% 3% 78.1%

千 葉 県 167 23% 19% 52% 2% 4% 46.1% 徳 島 県 10 27% 45% 18% 9% 0% 88.9%

東 京 都 398 21% 17% 43% 14% 5% 31.5% 香 川 県 19 42% 5% 47% 0% 5% 50.0%

神奈川県 159 11% 36% 45% 8% 0% 30.5% 愛 媛 県 60 15% 22% 51% 10% 1% 55.2%

新 潟 県 53 23% 23% 37% 18% 0% 51.9% 高 知 県 37 33% 12% 40% 12% 5% 40.5%

富 山 県 24 8% 38% 54% 0% 0% 66.7% 福 岡 県 61 24% 22% 43% 10% 2% 56.6%

石 川 県 7 25% 25% 50% 0% 0% 100.0% 佐 賀 県 28 14% 64% 14% 4% 4% 73.1%

福 井 県 22 5% 64% 18% 14% 0% 90.9% 長 崎 県 20 20% 5% 75% 0% 0% 41.2%

山 梨 県 41 29% 0% 71% 0% 0% 42.1% 熊 本 県 51 22% 6% 44% 20% 7% 55.0%

長 野 県 115 16% 27% 36% 19% 1% 46.0% 大 分 県 43 20% 30% 50% 0% 0% 82.9%

岐 阜 県 43 6% 16% 58% 12% 8% 48.6% 宮 崎 県 29 18% 61% 21% 0% 0% 54.2%

静 岡 県 129 17% 22% 52% 8% 1% 69.2% 鹿児島県 70 42% 10% 41% 0% 7% 36.1%

愛 知 県 129 27% 10% 60% 3% 0% 43.9% 沖 縄 県 54 24% 17% 53% 0% 5% 45.7%

三 重 県 49 8% 20% 73% 0% 0% 94.6% 計 2,852 20% 22% 46% 9% 3% 48.8%

都道府県名

（※１）
就職率 都道府県名 就職率

受講者数

（※２）
受講者数

障害種別割合（※３） 障害種別割合


